
山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
七
号
　
　
令
和
七
年
三
月
十
三
日

定
価（
消
費
税
込
）一
箇
年
　
一
七
、六
〇
〇
円
（
郵
送
料
を
含
む
。）

一

山
梨
県
公
報

号
外
第
七
号

令
和
七
年三

月
十
三
日

木　曜　日

目

次

条

例

○
山
梨
県
人
口
減
少
危
機
対
策
基
金
条
例	

二

○
山
梨
県
産
業
振
興
基
金
条
例	

二

○
山
梨
県
個
人
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
条
例
及
び
山
梨
県
住
民
基
本
台
帳
法
施
行
条
例

の
一
部
を
改
正
す
る
条
例　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

	

三

○
山
梨
県
富
士
山
吉
田
口
県
有
登
下
山
道
設
置
及
び
管
理
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の

条
例　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

	

三

○
や
ま
な
し
教
育
環
境
・
介
護
基
盤
整
備
基
金
条
例
及
び
や
ま
な
し
人
材
定
着
奨
学
金
返

還
支
援
基
金
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

	

四

○
山
梨
県
家
畜
改
良
増
殖
法
施
行
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例	

四

○
山
梨
県
営
住
宅
設
置
及
び
管
理
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例	

四

条
例
の
あ
ら
ま
し

○
　
山
梨
県
人
口
減
少
危
機
対
策
基
金
条
例
（
条
例
第
二
号
）
（
人
口
減
少
危
機
対
策
企
画
グ
ル
ー

プ
）

1　

本
県
に
お
け
る
急
速
な
少
子
化
の
進
展
に
対
応
し
て
県
及
び
市
町
村
が
人
口
の
減
少
及
び
そ
の
影

響
を
緩
和
す
る
た
め
に
実
施
す
る
施
策
の
推
進
を
図
る
た
め
、
山
梨
県
人
口
減
少
危
機
対
策
基
金

（
以
下
「
基
金
」
と
い
う
。
）
を
設
置
す
る
こ
と
と
し
た
。

2　

基
金
に
積
み
立
て
る
額
は
、
一
般
会
計
歳
入
歳
出
予
算
で
定
め
る
こ
と
と
し
た
。

3　

基
金
に
属
す
る
現
金
は
、
金
融
機
関
へ
の
預
金
そ
の
他
最
も
確
実
か
つ
有
利
な
方
法
に
よ
り
保
管

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
し
た
。

4　

知
事
は
、
財
政
上
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
確
実
な
繰
戻
し
の
方
法
、
期
間
及
び
利
率
を

定
め
て
、
基
金
に
属
す
る
現
金
を
歳
計
現
金
に
繰
り
替
え
て
運
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
し

た
。

5　

基
金
の
運
用
か
ら
生
ず
る
収
益
は
、
一
般
会
計
歳
入
歳
出
予
算
に
計
上
し
て
基
金
に
編
入
す
る
も

の
と
す
る
こ
と
と
し
た
。

6　

基
金
は
、
基
金
の
設
置
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
必
要
な
経
費
の
財
源
に
充
て
る
場
合
に
限

り
、
一
般
会
計
歳
入
歳
出
予
算
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
こ
れ
を
処
分
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と

と
し
た
。

7　

こ
の
条
例
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
基
金
の
管
理
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
知
事
が
定
め
る
こ
と

と
し
た
。

8　

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

○
　
山
梨
県
産
業
振
興
基
金
条
例
（
条
例
第
三
号
）
（
産
業
振
興
課
）

1　

本
県
の
産
業
に
お
け
る
生
産
性
の
向
上
、
技
術
革
新
の
進
展
そ
の
他
県
内
の
産
業
の
振
興
に
資
す

る
施
策
を
円
滑
に
実
施
す
る
た
め
、
山
梨
県
産
業
振
興
基
金
（
以
下
「
基
金
」
と
い
う
。
）
を
設
置

す
る
こ
と
と
し
た
。

2　

基
金
に
積
み
立
て
る
額
は
、
一
般
会
計
歳
入
歳
出
予
算
で
定
め
る
こ
と
と
し
た
。

3　

基
金
に
属
す
る
現
金
は
、
金
融
機
関
へ
の
預
金
そ
の
他
最
も
確
実
か
つ
有
利
な
方
法
に
よ
り
保
管

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
し
た
。

4　

知
事
は
、
財
政
上
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
確
実
な
繰
戻
し
の
方
法
、
期
間
及
び
利
率
を

定
め
て
、
基
金
に
属
す
る
現
金
を
歳
計
現
金
に
繰
り
替
え
て
運
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
し

た
。

5　

基
金
の
運
用
か
ら
生
ず
る
収
益
は
、
一
般
会
計
歳
入
歳
出
予
算
に
計
上
し
て
基
金
に
編
入
す
る
も

の
と
す
る
こ
と
と
し
た
。

6　

基
金
は
、
基
金
の
設
置
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
必
要
な
経
費
の
財
源
に
充
て
る
場
合
に
限

り
、
一
般
会
計
歳
入
歳
出
予
算
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
こ
れ
を
処
分
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と

と
し
た
。

7　

こ
の
条
例
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
基
金
の
管
理
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
知
事
が
定
め
る
こ
と

と
し
た
。

8　

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

○
　
山
梨
県
個
人
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
条
例
及
び
山
梨
県
住
民
基
本
台
帳
法
施
行
条
例
の
一
部
を

改
正
す
る
条
例
（
条
例
第
四
号
）
（
D
X
・
情
報
政
策
推
進
統
括
官
）

1　

行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改

正
等
に
鑑
み
、
次
に
掲
げ
る
条
例
に
お
い
て
、
準
法
定
事
務
と
し
て
規
定
さ
れ
た
生
活
に
困
窮
す
る

外
国
人
に
対
す
る
保
護
に
関
す
る
事
務
を
独
自
利
用
事
務
か
ら
削
除
す
る
こ
と
と
し
た
。

㈠　

山
梨
県
個
人
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
条
例

㈡　

山
梨
県
住
民
基
本
台
帳
法
施
行
条
例

2　

こ
の
条
例
は
、
1
㈠
に
つ
い
て
は
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
六
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て

規
則
で
定
め
る
日
か
ら
、
1
㈡
に
つ
い
て
は
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

○
　
山
梨
県
富
士
山
吉
田
口
県
有
登
下
山
道
設
置
及
び
管
理
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
条
例
（
条

例
第
五
号
）
（
富
士
山
保
全
・
観
光
エ
コ
シ
ス
テ
ム
推
進
グ
ル
ー
プ
）



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
七
号
　
　
令
和
七
年
三
月
十
三
日

二

金
（
以
下
「
基
金
」
と
い
う
。
）
を
設
置
す
る
。

（
積
立
て
）

第
二
条
　
基
金
に
積
み
立
て
る
額
は
、
一
般
会
計
歳
入
歳
出
予
算
で
定
め
る
。

（
保
管
）

第
三
条
　
基
金
に
属
す
る
現
金
は
、
金
融
機
関
へ
の
預
金
そ
の
他
最
も
確
実
か
つ
有
利
な
方
法
に
よ
り

保
管
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
繰
替
運
用
）

第
四
条
　
知
事
は
、
財
政
上
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
確
実
な
繰
戻
し
の
方
法
、
期
間
及
び
利

率
を
定
め
て
、
基
金
に
属
す
る
現
金
を
歳
計
現
金
に
繰
り
替
え
て
運
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
運
用
益
金
の
処
理
）

第
五
条
　
基
金
の
運
用
か
ら
生
ず
る
収
益
は
、
一
般
会
計
歳
入
歳
出
予
算
に
計
上
し
て
基
金
に
編
入
す

る
も
の
と
す
る
。

（
処
分
）

第
六
条
　
基
金
は
、
基
金
の
設
置
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
必
要
な
経
費
の
財
源
に
充
て
る
場
合
に

限
り
、
一
般
会
計
歳
入
歳
出
予
算
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
こ
れ
を
処
分
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
委
任
）

第
七
条
　
こ
の
条
例
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
基
金
の
管
理
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
知
事
が
定
め

る
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
産
業
振
興
基
金
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
七
年
三
月
十
三
日

山
梨
県
知
事　
　

長　
　

崎　
　

幸 

太 

郎

山
梨
県
条
例
第
三
号

山
梨
県
産
業
振
興
基
金
条
例

（
設
置
）

第
一
条
　
本
県
の
産
業
に
お
け
る
生
産
性
の
向
上
、
技
術
革
新
の
進
展
そ
の
他
県
内
の
産
業
の
振
興
に

資
す
る
施
策
を
円
滑
に
実
施
す
る
た
め
、
山
梨
県
産
業
振
興
基
金
（
以
下
「
基
金
」
と
い
う
。
）
を

設
置
す
る
。

（
積
立
て
）

第
二
条
　
基
金
に
積
み
立
て
る
額
は
、
一
般
会
計
歳
入
歳
出
予
算
で
定
め
る
。

（
保
管
）

第
三
条
　
基
金
に
属
す
る
現
金
は
、
金
融
機
関
へ
の
預
金
そ
の
他
最
も
確
実
か
つ
有
利
な
方
法
に
よ
り

1　

富
士
山
吉
田
口
県
有
登
下
山
道
の
適
切
な
維
持
管
理
等
を
図
る
た
め
、
次
の
改
正
等
を
行
う
こ
と

と
し
た
。

㈠　

山
梨
県
富
士
山
吉
田
口
県
有
登
下
山
道
設
置
及
び
管
理
条
例
の
一
部
改
正

登
下
山
道
の
使
用
料
の
額
を
一
人
一
回
に
つ
き
四
千
円
と
す
る
。

㈡　

山
梨
県
富
士
山
保
全
協
力
金
基
金
条
例
の
廃
止

山
梨
県
富
士
山
保
全
協
力
金
基
金
条
例
を
廃
止
す
る
。

2　

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。
た
だ
し
、
1
㈡
に
つ
い
て
は
、
令
和
七

年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

○
　
や
ま
な
し
教
育
環
境
・
介
護
基
盤
整
備
基
金
条
例
及
び
や
ま
な
し
人
材
定
着
奨
学
金
返
還
支
援
基

金
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第
六
号
）
（
財
政
課
）

1　

教
育
環
境
等
に
係
る
施
策
の
実
施
に
必
要
な
経
費
の
財
源
を
明
確
に
す
る
た
め
、
基
金
に
は
、
県

有
財
産
か
ら
生
ず
る
収
益
そ
の
他
の
収
入
で
知
事
が
必
要
と
認
め
る
も
の
の
全
部
又
は
一
部
を
積
み

立
て
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
し
た
。

2　

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

○
　
山
梨
県
家
畜
改
良
増
殖
法
施
行
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第
七
号
）
（
畜
産
課
）

1　

受
益
者
負
担
の
適
正
化
を
図
る
た
め
、
次
の
手
数
料
を
定
め
る
こ
と
と
し
た
。

㈠　

家
畜
人
工
授
精
講
習
手
数
料

㈡　

家
畜
人
工
授
精
及
び
家
畜
体
内
受
精
卵
移
植
講
習
手
数
料

2　

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

○
　
山
梨
県
営
住
宅
設
置
及
び
管
理
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第
八
号
）
（
住
宅
対
策

室
）

1　

施
設
の
老
朽
化
等
に
鑑
み
、
長
坂
団
地
及
び
田
富
釜
無
団
地
を
廃
止
す
る
こ
と
と
し
た
。

2　

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

条　
　
　

例

山
梨
県
人
口
減
少
危
機
対
策
基
金
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
七
年
三
月
十
三
日

山
梨
県
知
事　
　

長　
　

崎　
　

幸 

太 

郎

山
梨
県
条
例
第
二
号

山
梨
県
人
口
減
少
危
機
対
策
基
金
条
例

（
設
置
）

第
一
条
　
本
県
に
お
け
る
急
速
な
少
子
化
の
進
展
に
対
応
し
て
県
及
び
市
町
村
が
人
口
の
減
少
及
び
そ

の
影
響
を
緩
和
す
る
た
め
に
実
施
す
る
施
策
の
推
進
を
図
る
た
め
、
山
梨
県
人
口
減
少
危
機
対
策
基



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
七
号
　
　
令
和
七
年
三
月
十
三
日

三

の
」
を
削
り
、
同
欄
イ
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

イ　

災
害
救
助
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
十
八
号
）
に
よ
る
救
助
又
は
扶
助
金
の
支
給
に
関
す

る
情
報

別
表
第
二
の
一
の
項
ロ
か
ら
ヘ
ま
で
を
削
り
、
同
項
ト
中
「
又
は
一
時
帰
国
旅
費
」
を
「
、
一
時

帰
国
旅
費
又
は
配
偶
者
支
援
金
」
に
改
め
、
同
項
ト
を
同
項
ロ
と
し
、
同
項
中
チ
を
削
り
、
リ
を
ハ

と
し
、
ヌ
及
び
ル
を
削
り
、
同
表
二
の
項
イ
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

イ　

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
に
よ
る
保
護
の
実
施
又
は
就
労
自
立
給

付
金
若
し
く
は
進
学
・
就
職
準
備
給
付
金
の
支
給
に
関
す
る
情
報
（
四
の
項
イ
及
び
次
表
の
二
の

項
イ
に
お
い
て
「
生
活
保
護
関
係
情
報
」
と
い
う
。
）

別
表
第
二
の
二
の
項
ロ
中
「
二
の
項
及
び
三
の
項
ロ
」
を
「
一
の
項
及
び
二
の
項
ロ
」
に
改
め
、

同
表
六
の
項
イ
中
「
に
よ
る
」
を
「
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
に
よ
る
」
に
改
め
、

同
項
リ
中
「
に
よ
る
」
を
「
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
二
十
九
号
）
に
よ
る
」
に
改
め
、
同
項
ヌ

を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

ヌ　

中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定

配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
に
よ
る
支
援
給
付
又
は
配
偶
者
支
援
金
の
支
給
に
関
す
る

事
務

別
表
第
二
の
六
の
項
ヲ
中
「
に
よ
る
」
を
「
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
に
よ
る
」
に

改
め
、
同
項
カ
中
「
に
よ
る
」
を
「
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
五
十
号
）
に
よ
る
」
に
改
め
る
。

別
表
第
三
中
一
の
項
を
削
り
、
二
の
項
を
一
の
項
と
し
、
三
の
項
を
二
の
項
と
す
る
。

（
山
梨
県
住
民
基
本
台
帳
法
施
行
条
例
の
一
部
改
正
）

第
二
条
　
山
梨
県
住
民
基
本
台
帳
法
施
行
条
例
（
平
成
十
四
年
山
梨
県
条
例
第
三
十
一
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
中
第
十
四
号
及
び
第
十
五
号
を
削
り
、
第
十
六
号
を
第
十
四
号
と
す
る
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一　

第
一
条
の
規
定　

公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
六
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
規
則
で
定
め

る
日

二　

第
二
条
の
規
定　

公
布
の
日

山
梨
県
富
士
山
吉
田
口
県
有
登
下
山
道
設
置
及
び
管
理
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
条
例
を
こ
こ

に
公
布
す
る
。

令
和
七
年
三
月
十
三
日

山
梨
県
知
事　
　

長　
　

崎　
　

幸 

太 

郎

山
梨
県
条
例
第
五
号

保
管
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
繰
替
運
用
）

第
四
条
　
知
事
は
、
財
政
上
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
確
実
な
繰
戻
し
の
方
法
、
期
間
及
び
利

率
を
定
め
て
、
基
金
に
属
す
る
現
金
を
歳
計
現
金
に
繰
り
替
え
て
運
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
運
用
益
金
の
処
理
）

第
五
条
　
基
金
の
運
用
か
ら
生
ず
る
収
益
は
、
一
般
会
計
歳
入
歳
出
予
算
に
計
上
し
て
基
金
に
編
入
す

る
も
の
と
す
る
。

（
処
分
）

第
六
条
　
基
金
は
、
基
金
の
設
置
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
必
要
な
経
費
の
財
源
に
充
て
る
場
合
に

限
り
、
一
般
会
計
歳
入
歳
出
予
算
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
こ
れ
を
処
分
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
委
任
）

第
七
条
　
こ
の
条
例
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
基
金
の
管
理
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
知
事
が
定
め

る
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
個
人
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
条
例
及
び
山
梨
県
住
民
基
本
台
帳
法
施
行
条
例
の
一
部
を
改

正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
七
年
三
月
十
三
日

山
梨
県
知
事　
　

長　
　

崎　
　

幸 

太 

郎

山
梨
県
条
例
第
四
号

山
梨
県
個
人
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
条
例
及
び
山
梨
県
住
民
基
本
台
帳
法
施
行
条
例
の
一
部

を
改
正
す
る
条
例

（
山
梨
県
個
人
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
）

第
一
条
　
山
梨
県
個
人
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
二
十
七
年
山
梨
県
条
例
第
四
十
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
中
一
の
項
を
削
り
、
二
の
項
を
一
の
項
と
し
、
三
の
項
を
二
の
項
と
し
、
同
表
四
の
項

中
「
六
の
項
及
び
七
の
項
」
を
「
五
の
項
及
び
六
の
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
表
三
の
項
と
し
、
同

表
中
五
の
項
を
四
の
項
と
し
、
同
表
六
の
項
中
「
別
表
第
三
の
二
の
項
」
を
「
別
表
第
三
の
一
の

項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
表
五
の
項
と
し
、
同
表
七
の
項
中
「
別
表
第
三
の
三
の
項
」
を
「
別
表
第

三
の
二
の
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
表
六
の
項
と
し
、
同
表
中
八
の
項
を
七
の
項
と
し
、
九
の
項
か

ら
十
一
の
項
ま
で
を
一
項
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。

別
表
第
二
の
一
の
項
中
「
外
国
人
生
活
保
護
実
施
事
務
」
を
「
生
活
に
困
窮
す
る
外
国
人
に
対
す

る
保
護
に
関
す
る
事
務
」
に
改
め
、
同
項
特
定
個
人
情
報
の
欄
中
「
で
あ
っ
て
規
則
で
定
め
る
も



発
行
者
　
　
山
　
梨
　
県
　
　
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号
　
　
　
　
　
印
刷
所
　
㈱
サ
ン
ニ
チ
印
刷
　
甲
府
市
北
口
二
丁
目
六
番

山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
七
号
　
　
令
和
七
年
三
月
十
三
日

四

に
改
正
す
る
。

第
五
条
第
一
項
の
表
中
八
の
項
を
九
の
項
と
し
、
四
の
項
か
ら
七
の
項
ま
で
を
一
項
ず
つ
繰
り
下

げ
、
三
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

四　

法
第
十
六
条
第
二
項

の
規
定
に
基
づ
く
講
習

会
の
開
催

家
畜
人
工
授
精
講
習
手
数
料

三
万
二
千
円

家
畜
人
工
授
精
及
び
家
畜
体
内
受
精
卵
移

植
講
習
手
数
料

四
万
二
千
円

附

則

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
営
住
宅
設
置
及
び
管
理
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
七
年
三
月
十
三
日

山
梨
県
知
事　
　

長　
　

崎　
　

幸 

太 

郎

山
梨
県
条
例
第
八
号

山
梨
県
営
住
宅
設
置
及
び
管
理
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

山
梨
県
営
住
宅
設
置
及
び
管
理
条
例
（
平
成
九
年
山
梨
県
条
例
第
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

別
表
第
一
長
坂
団
地
の
項
及
び
田
富
釜
無
団
地
の
項
を
削
る
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
富
士
山
吉
田
口
県
有
登
下
山
道
設
置
及
び
管
理
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
条
例

（
山
梨
県
富
士
山
吉
田
口
県
有
登
下
山
道
設
置
及
び
管
理
条
例
の
一
部
改
正
）

第
一
条
　
山
梨
県
富
士
山
吉
田
口
県
有
登
下
山
道
設
置
及
び
管
理
条
例
（
令
和
六
年
山
梨
県
条
例
第
二

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
中
「
二
、
〇
〇
〇
円
」
を
「
四
、
〇
〇
〇
円
」
に
改
め
る
。

（
山
梨
県
富
士
山
保
全
協
力
金
基
金
条
例
の
廃
止
）

第
二
条
　
山
梨
県
富
士
山
保
全
協
力
金
基
金
条
例
（
平
成
二
十
六
年
山
梨
県
条
例
第
一
号
）
は
、
廃
止

す
る
。附

則

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
条
の
規
定
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か

ら
施
行
す
る
。

や
ま
な
し
教
育
環
境
・
介
護
基
盤
整
備
基
金
条
例
及
び
や
ま
な
し
人
材
定
着
奨
学
金
返
還
支
援
基
金

条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
七
年
三
月
十
三
日

山
梨
県
知
事　
　

長　
　

崎　
　

幸 

太 

郎

山
梨
県
条
例
第
六
号

や
ま
な
し
教
育
環
境
・
介
護
基
盤
整
備
基
金
条
例
及
び
や
ま
な
し
人
材
定
着
奨
学
金
返
還
支
援

基
金
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

次
に
掲
げ
る
条
例
の
規
定
中
「
に
積
み
立
て
る
」
を
「
に
は
、
県
有
財
産
か
ら
生
ず
る
収
益
そ
の
他

の
収
入
で
知
事
が
必
要
と
認
め
る
も
の
の
全
部
又
は
一
部
を
積
み
立
て
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し
、

そ
の
」
に
改
め
る
。

一　

や
ま
な
し
教
育
環
境
・
介
護
基
盤
整
備
基
金
条
例
（
令
和
三
年
山
梨
県
条
例
第
四
号
）
第
二
条

二　

や
ま
な
し
人
材
定
着
奨
学
金
返
還
支
援
基
金
条
例
（
令
和
六
年
山
梨
県
条
例
第
四
十
一
号
）
第
二

条

附

則

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
家
畜
改
良
増
殖
法
施
行
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
七
年
三
月
十
三
日

山
梨
県
知
事　
　

長　
　

崎　
　

幸 

太 

郎

山
梨
県
条
例
第
七
号

山
梨
県
家
畜
改
良
増
殖
法
施
行
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

山
梨
県
家
畜
改
良
増
殖
法
施
行
条
例
（
平
成
十
二
年
山
梨
県
条
例
第
二
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う


